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 佐賀県告示第144号 

 佐賀県建設工事請負契約約款（平成９年佐賀県告示第25号）の一部を次のように改正し、平成25年４月１日から施行する。ただし、第46条

の２の改正規定は、公布の日から施行する。 

  平成25年３月29日 

                                           佐賀県知事  古  川     康    

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（総則） （総則） 

第１条 発注者（以下「甲」という。）及び請負者（以下「乙」と

いう。）は、契約書記載の工事の請負契約に関し、契約書に定め

るもののほか、この約款に基づき、設計図書（別冊の図面、仕様

書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同

じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなけれ

ばならない。 

第１条 発注者（以下「甲」という。）及び受注者（以下「乙」と

いう。）は、契約書記載の工事の請負契約に関し、契約書に定め

るもののほか、この約款に基づき、設計図書（別冊の図面、仕様

書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同

じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなけれ

ばならない。 

２～８ 略 ２～８ 略 

９ この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明

治29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第48号）の定めると

ころによるものとする。 

９ この約款（第31条第２項及び第32条第２項の規定を除く。）及

び設計図書における期間の定めについては、民法（明治29年法律

第89号）及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによる

ものとする。 

10～12 略 10～12 略 

（検査及び引渡し） （検査及び引渡し） 

第31条 略 第31条 略 

２ 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日

から14日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、

工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙

に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があ

ると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を

２ 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日

から起算して14日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるとこ

ろにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査

の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、

必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事
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最小限度破壊して検査することができる。 目的物を最小限度破壊して検査することができる。 

３～６ 略 ３～６ 略 

（請負代金の支払） （請負代金の支払） 

第32条 略 第32条 略 

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日

から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 

３ 略 

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日

から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。 

３ 略 

（前金払及び中間前金払） （前金払及び中間前金払） 

第34条 略 第34条 略 

２～７ 略 ２～７ 略 

８ 甲は、乙が第６項の期間内に超過額を返還しなかったときは、

その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日

までの期間について、その日数に応じ、年3.1パーセントの割合で

計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 

８ 甲は、乙が第６項の期間内に超過額を返還しなかったときは、

その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日

までの期間について、その日数に応じ、年3.0パーセントの割合で

計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 

（履行遅滞の場合における損害金等） （履行遅滞の場合における損害金等） 

第45条 略 第45条 略 

２ 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請

負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.1パーセント

の割合で計算した額とする。 

２ 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請

負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセント

の割合で計算した額とする。 

３ 甲の責めに帰すべき事由により、第32条第２項（第38条におい

て準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払が遅れた

場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年

3.1パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求

することができる。 

３ 甲の責めに帰すべき事由により、第32条第２項（第38条におい

て準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払が遅れた

場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年

3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求

することができる。 

（談合等不正行為による甲の解除権） （談合等不正行為による甲の解除権） 

第46条の２ 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに

該当するときは、この契約を解除することができる。 

第46条の２ 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに

該当するときは、この契約を解除することができる。 
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(1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定

に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第８条

第１項第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、

乙に対し同法第49条第１項の排除措置命令又は同法第50条第１

項の納付命令を行った場合で、当該命令が確定したとき。 

(1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定

に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第８条

第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、乙に

対し同法第49条第１項の排除措置命令又は同法第50条第１項の

納付命令を行った場合で、当該命令が確定したとき。 

(2)・(3) 略 (2)・(3) 略 

(4) 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）

が刑法（明治40年法律第45号）第96条の３若しくは第198条又は

独占禁止法第89条第１項の罪を犯し、その刑が確定したとき。 

(4) 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）

が刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は

独占禁止法第89条第１項の罪を犯し、その刑が確定したとき。 

２・３ 略 ２・３ 略 

（解除に伴う措置） （解除に伴う措置） 

第49条 略 第49条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項の場合において、第34条（第40条において準用する場合

を含む。）の規定による前払金又は中間前払金があったときは、

当該前払金の額（第37条及び第41条の規定による部分払をしてい

るときは、その部分払において償却した前払金の額及び中間前払

金の額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請負代

金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び

中間前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第46条又は

第46条の２の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支

払の日から返還の日までの日数に応じ年3.1パーセントの割合で

計算した額の利息を付した額を、解除が前２条の規定によるとき

にあってはその余剰額を甲に返還しなければならない。 

３ 第１項の場合において、第34条（第40条において準用する場合

を含む。）の規定による前払金又は中間前払金があったときは、

当該前払金の額（第37条及び第41条の規定による部分払をしてい

るときは、その部分払において償却した前払金の額及び中間前払

金の額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請負代

金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び

中間前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第46条又は

第46条の２の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支

払の日から返還の日までの日数に応じ年3.0パーセントの割合で

計算した額の利息を付した額を、解除が前２条の規定によるとき

にあってはその余剰額を甲に返還しなければならない。 

４～８ 略 ４～８ 略 

 仲裁合意書を次のように改める。 
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仲裁合意書 

 

 

 工事名 

 

 工事場所 

 

      年  月  日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、

発注者及び受注者は、建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する下記の建設工事紛争審

査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 

 

管轄審査会名  佐賀県建設工事紛争審査会 

 

 

     年  月  日 

 

 

発注者 住所                 

氏名              ○印  

受注者 住所                 

氏名              ○印  
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仲裁合意書について 

 

 １ 仲裁合意について 

   仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する

当事者間の契約である。 

   仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たと

えその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 

 ２ 建設工事紛争審査会について 

   建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）は、建設工事の請負契約に関する紛

争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、

調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会（以下「中央審

査会」という。）は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会（以下「都道府県審

査会」という。）は、各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則と

して、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府

県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合

意によって管轄審査会を定めることもできる。 

   審査会による仲裁は、３人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委

員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、

仲裁委員のうち少なくとも１人は、弁護士法（昭和24年法律第205号）の規定により弁護

士となる資格を有する者である。 

   なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法

（平成15年法律第138号）の規定が適用される。 

 


